
平成２９年度指定管理者　総合評価一覧
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1 桜井市戒重集会所 戒重区
平成25年4月1日～
平成30年3月31日

非公募 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ -
協定書･仕様書等に基
づき、適正事務が行わ
れている。

総務部
総務課

2 桜井市火葬場
財団法人桜井脇
谷公園墓地

平成25年4月1日～
平成30年3月31日

非公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

基本協定書に基づき、
効果的・効率的かつ適
正に運営が行われてい
る。

すこやか暮らし部
けんこう増進課

3 桜井市立埋蔵文化財センター
公益財団法人桜
井市文化財協会

平成25年4月1日～
平成30年3月31日

非公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に管理業務・事務処
理が行われている。

教育委員会
事務局

文化財課

4 桜井市西老人憩の家
桜井福祉のまち
づくり委員会

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

昼食サービス等地域の
拠点として活動を行っ
ている。
適正に業務・事務が行
われている

5 桜井市北老人憩の家
豊田老人倶楽部
洗心会

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

多世代交流等から入館
者数が増え、新たな活
動の方向がみえる。
適正に業務・事務が行
われている。

6 桜井市東老人憩の家
企業組合労協
センター事業団

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ -

非常時の訓練や、地域
ネットワークの活用な
ど、独自の活動に取り
組んでいる。
適正に業務、事務が行
われている。

7
桜井市高齢者総合福祉
センター

社会福祉法人
桜井市社会福祉
協議会

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

広報・イベント等の取り
組みもあり、利用者数
が増加傾向にある。
適正に業務・事務が行
われている。

その他

△、×に対する
指導又は改善等

総合評価 施設所管課

福祉保険部
高齢福祉課

 ◎…仕様以上の成果を挙げたもの

 ○…適正に実施されたもの

 △…適正に実施されたが一部改善を求めたもの

 ×…仕様どおり実施できない事項があったもの

 －…該当がないもの

施設名 指定管理者名 指定管理期間
選定
方法

基本的
事項

サービス
管理
運営

危機
管理
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サービス
管理
運営

危機
管理

8

体育施設　8箇所
　（桜井市民体育館・
　芝運動公園総合体育館・
　芝運動公園運動場・
　芝運動公園庭球場・
　芝運動公園市民プール・
　桜井市ゲートボール場・
　上之郷運動場・
　上之郷体育館）

公益財団法人
桜井市体育協会

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

協定書・仕様書等に基
づき、限られた経費の
中で工夫を行い、適正
に事務が遂行されてい
る。

9 桜井市民会館
株式会社
ケイミックス

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

協定書・仕様書に基づ
き、限られた経費の中
で工夫を行い、適正に
事務が行われている。

10 桜井市立図書館
株式会社図書館
流通センター

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

協定書・仕様書に基づ
き、限られた経費の中
で工夫を行い、適正に
事務が行われている。

11 城島学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

12 安倍学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

13 桜井西学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

14 朝倉学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

15 三輪学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

16 桜井南学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

17 大福学童保育所
企業組合労協
センター事業団

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ △ △ ○ ○ △ △ ○ ○

連絡ミス、確認不足で
おこる事故が複数回み
られ、危機管理に対し
ての問題意識が希薄で
あると思われる。
連絡、確認について徹
底するように指導した。

上記の件について指導
後、改善策を検討し運
営されている。

18 初瀬学童保育所
企業組合労協
センター事業団

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

福祉保険部
児童福祉課

教育委員会
事務局

社会教育課
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19 纒向学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

児童が指導員の指示に
従わないことがあったよ
うだが、障がい児加配
をつけ指導員を増員し
たことによって改善され
た。

20 織田学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年4月1日～
平成32年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

21 桜井学童保育所
社会福祉法人
飛鳥学院

平成29年10月1日～
平成32年3月31日

非公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書等に基づき、適
正に事務が行われてい
る。

22 桜井市立大福共同浴場
大福・吉備区
自治会

平成25年4月1日～
平成30年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書･仕様書等に基
づき、適正事務が行わ
れている。

23 桜井市立豊田共同浴場 豊田区自治会
平成25年4月1日～
平成30年3月31日

公募 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -
協定書･仕様書等に基
づき、適正事務が行わ
れている。

24

桜井西ふれあいセンター・
桜井西ふれあいセンター分館・
桜井東ふれあいセンター・
桜井東ふれあいセンター分館・
桜井北ふれあいセンター・
桜井北ふれあいセンター分館

特定非営利活動
法人さくらい人権
ネット

平成27年4月1日～
平成30年3月31日

公募 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１．事業変更の際の報
告は文書による事前協
議を必ず行うこと。
２．修繕・備品の執行・
購入に関しては事前協
議を必ず行い、年度報
告の際リストで提出す
ること。
３．運営・管理体制の変
更については事前に協
議し、報告すること。
４．防犯体制について
留意し、貴重品の管理
については特段の注意
を図ること。
以上を指導・指示した。

全体としては協定書や
事業計画に沿って管理
運営され、利用者も増
加するなどの成果をあ
げているが、今後はより
地域の課題や様々な団
体との連携・協働を進
めていく事が求められ
ている。

福祉保険部
児童福祉課

市長公室
人権施策課


